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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機及び受信機の通信電極をそれぞれ人体の極近傍に配設して、人体の介在により形
成される電界を通じて前記送信機と前記受信機でデータ通信を行なう人体通信システムで
あって、
　前記送信機は、前記通信電極を人体の極近傍に配設したときに、人体外で形成される放
射電界に対し、人体内で形成される準静電界が支配的となるような周波数帯域からなる電
位差信号を送信データに応じて生成して前記通信電極から送出し、
　前記受信機は、前記電界における電位差信号を前記通信電極によって読み取ってデータ
受信を行ない、
　前記送信機の通信電極は、該送信機のグランドと接続されたグランド電極と前記電位差
信号を送信する信号電極で構成し、
　前記受信機の通信電極は、該受信機のグランドと接続されたグランド電極と前記電位差
信号を受信する信号電極で構成し、
　前記送信機と前記受信機の少なくともいずれかの通信電極は、前記信号電極を前記人体
の表面に配置して、前記グランド電極を前記信号電極に対向する形に配置したほぼ平行平
板電極の構成として、他の通信電極は、前記信号電極と前記グランド電極をともに前記人
体の表面に配置する構成とすることを特徴とする人体通信システム。
【請求項２】
　前記送信機及び前記受信機は、３ＭＨｚ以下の周波数帯域を利用する、
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ことを特徴とする請求項１に記載の人体通信システム。
【請求項３】
　前記送信機及び前記受信機は、所望のデータレートを得ることができる周波数帯域を利
用する、
ことを特徴とする請求項２に記載の人体通信システム。
【請求項４】
　前記送信機及び前記受信機は、５００ｋＨｚ以上の周波数帯域を利用する、
ことを特徴とする請求項３に記載の人体通信システム。
【請求項５】
　前記送信機又は前記受信機のうち少なくとも一方は、導電性不織布又は導電布で構成さ
れる通信電極を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の人体通信システム。
【請求項６】
　送信機側の出力電極の面積を、受信機側の入力電極の面積よりも大きくなるように構成
した、
ことを特徴とする請求項１に記載の人体通信システム。
【請求項７】
　通信電極を人体の極近傍に配設して、人体の介在により形成される電界を通じてデータ
通信を行なう通信装置であって、
　送信データ信号に応じた電位差を生成して前記電界を発生させる送信電極と、
　前記送信電極を人体の極近傍に配設したときに、人体外で形成される放射電界に対し、
人体内で形成される準静電界が支配的となるような伝送周波数帯域を用いて前記送信デー
タ信号を生成する送信信号処理手段とを備え、
　前記送信電極は、電位差信号を送信する信号電極と、配線基板のグランドから取り出さ
れたグランド電極で構成して、前記信号電極を前記人体の表面に配置して、前記グランド
電極を前記信号電極に対向する形に配置したほぼ平行平板電極の構成とする
ことを特徴とする通信装置。
【請求項８】
　３ＭＨｚ以下の周波数帯域を前記伝送周波数帯域として用いる
ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　所望のデータレートを得ることができる周波数帯域を前記伝送周波数帯域として利用す
る、
ことを特徴とする請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　５００ｋＨｚ以上の周波数帯域を前記伝送周波数帯域として利用する、
ことを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記送信電極の人体に対向する面は導電性不織布又は導電布で構成される、
ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体を伝送路に用いてデータ通信を行なう人体通信システム及び通信装置に
係り、特に、人体の介在により形成される電界を通じてデータ通信を行なう人体通信シス
テム及び通信装置に関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、人体を経由して音声のような比較的大きなデータ量の伝送
を行なう人体通信システム及び通信装置に係り、特に、人体を経由して、秘匿性があり、
低消費電力で、近隣する他の通信システムを干渉しないデータ伝送を行なう人体通信シス
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テム及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、ウォークマン（登録商標）に代表される携帯型音楽再生装置にヘッドフォンを接
続して音楽を聴くことが広く行なわれている。再生装置本体は鞄やポケットの中に入れた
り、ベルトによって身体に装着したりすることが可能である。ところが、ヘッドフォンを
利用する場合には、ケーブルが邪魔であり、身体に巻きついてユーザの動作の制約になっ
てしまうことが多い。
【０００４】
　携帯型音楽再生機器とヘッドフォンの間をケーブルレスにする１つの方法として、Ｉｒ
ＤＡなどの赤外線通信の利用が考えられる。しかしながら、屋外での使用を考えた場合、
自然光の影響を受けて満足できる通信品質を得られないことがある。また、赤外線通信は
指向性が強いために、送受信機器の位置関係が著しい制約を受ける（例えば、見通し範囲
内にあり、機器間に遮蔽物が何も存在しない状況を確保しなければならない）。また、送
信機側ではＬＥＤの発光により消費電力が大きくなり、バッテリ駆動の携帯機器での実用
には不向きと考えられる。
【０００５】
　また、微弱電波を利用した無線通信技術としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信が普及してきて
おり、当該通信方式を携帯型音楽再生機器とヘッドフォンの間での音楽データ伝送に利用
することも考えられ、一部実用化されている。しかしながら、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で
は、免許不要のＩＳＭ帯（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｄｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂａｎｄ）である２．４ＧＨｚ帯を使用することから
、家庭内の電子レンジや無線ＬＡＮなどの同じ周波数帯を使用する他の無線電波との干渉
を避けることができず、通信品質や秘匿性の観点からも、十分な伝送方式とは言い難い。
【０００６】
　最近では、人体を伝送路に組み込んだ人体通信技術が脚光を浴び始めている。例えば、
人体表皮に当接された状態で装着される人体側通信機と、人体の近傍に機器側通信機とを
設け、人体通信機側の電極を介して人体に交流電圧を印加することで、人体通信機及び機
器側通信機における各電極間に介在する人体を媒体としたコンデンサの作用により、機器
側通信機の電極で生ずる静電誘導現象を用いて、簡単な情報データを送受信する様になさ
れた通信システム（個人認証や会計精算等向けに）が提案されている（例えば、非特許文
献１を参照のこと）。
【０００７】
　本発明者らは、携帯音楽再生機器とヘッドフォン間を人体通信で接続することで、ワイ
ヤレスで音声データを伝送することが可能であると考えている。例えば、電極を有する２
つの互いに独立且つそのままでは互いに通信するには不十分な程度の微弱電波を発信する
装置間の通信を、人体を媒介として電波を強化することによって可能にすることが知られ
ている（例えば、特許文献１を参照のこと）。
【０００８】
　人体は導体としての性質と誘電体としての性質を備えている。前者の性質を利用した人
体通信システムは電流方式と呼ばれるものであるが、この場合は携帯音楽再生機器とヘッ
ドフォンそれぞれの送受信電極が常に人体に接触している必要があるため、ユーザに違和
感若しくは不快感を与えてしまうなど、使い勝手に問題がある。
【０００９】
　また、人体の誘電体としての性質を利用した人体通信システムは、電界方式と呼ばれる
ものである。この場合、人体を挟むようにして配置された送受信電極間では、空間を伝わ
る放射電界、誘電性電磁界、人体の帯電を利用した（伝搬ではない）準静電界のいずれか
が形成され、かかる電界で作用する電位差に基づいて信号を伝送することができる。電界
方式の人体通信システムに関しては幾つかの提案があるが、これらいずれの電界を利用し
たものであるか、十分に解明されていないのが実情である。
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【００１０】
　例えば電界方式の人体通信により携帯型音声再生機器とヘッドフォンが接続される場合
、良好な音声データ伝送を実現できたとしても、人体の介在により形成される電界が準静
電界ではなく放射電界である場合には、同一周波数帯を使用する近隣の無線システムに対
する妨害波となったり、逆に他の無線システムから干渉を受けたりする。この場合、人体
通信は傍受も可能となることから秘匿性を保つことができない。さらに、余分な（必要以
上の）電界を人体外に放射していることになるので、電力の浪費となり、とりわけバッテ
リ駆動の携帯機器にとってはクリティカルである。
【００１１】
　また、従来の人体通信システムは、送受信用の電極間に介在する人体を媒質としたコン
デンサの作用を前提としている。このような場合、電極面積を相当大きくしないと所望の
情報通信速度を得ることができないため、機器側通信機は小型化が難しくなる。そうする
と逆に周囲からのノイズを受け易くなって、通信品質が低下してしまうという問題もある
。
【００１２】
【特許文献１】特開平７－１７０２１５号公報、米国特許第５，９１４，７０１号明細書
【非特許文献１】「人体通信　一部は既に実用化，１０Ｍビット／秒の試作機も」（ＮＩ
ＫＫＥＩ　ＢＹＴＥ　２００４　Ｄｅｃｅｍｂｅｒ）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、人体の介在により形成される電界を通じてデータ通信を行なうことが
できる、優れた人体通信システム及び通信装置を提供することにある。
【００１４】
　本発明のさらなる目的は、人体を経由して音声のような比較的大きなデータ量の伝送を
好適に行なうことができる、優れた人体通信システム及び通信装置を提供することにある
。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、人体を経由して、秘匿性があり、低消費電力で、近隣する他
の通信システムを干渉しないデータ伝送を行なうことができる、優れた人体通信システム
及び通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、送信機及び受信機の通信電極をそ
れぞれ人体の極近傍に配設して、人体の介在により形成される電界を通じて前記送信機と
前記受信機でデータ通信を行なう人体通信システムであって、
　前記送信機は、前記通信電極を人体の極近傍に配設したときに、人体外で形成される放
射電界に対し、人体内で形成される準静電界が支配的となるような周波数帯域からなる電
位差信号を送信データに応じて生成して前記通信電極から送出し、
　前記受信機は、前記電界における電位差信号を前記通信電極によって読み取ってデータ
受信を行ない、
　前記送信機の通信電極は、該送信機のグランドと接続されたグランド電極と前記電位差
信号を送信する信号電極で構成し、
　前記受信機の通信電極は、該受信機のグランドと接続されたグランド電極と前記電位差
信号を受信する信号電極で構成し、
　前記送信機と前記受信機の少なくともいずれかの通信電極は、前記信号電極を前記人体
の表面に配置して、前記グランド電極を前記信号電極に対向する形に配置したほぼ平行平
板電極の構成として、他の通信電極は、前記信号電極と前記グランド電極をともに前記人
体の表面に配置する構成とする
ことを特徴とする人体通信システムである。
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【００１７】
　但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジ
ュール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内に
あるか否かは特に問わない（以下、同様）。
【００１８】
　人体通信システムは、例えば携帯音楽再生機器とヘッドフォン間をワイヤレスで音声デ
ータを伝送することが可能で、またウェアラブル機器として快適に身体に装着できる通信
方式として期待されている。
【００１９】
　ところが、人体の誘電体としての性質を利用した電界方式の人体通信システムでは、現
実的には空間を伝わる放射電界、誘電性電磁界、人体の帯電を利用した準静電界のうちい
ずれがデータ通信に寄与しているのかが十分に解明されていない。
【００２０】
　人体の介在により形成される電界が人体内を通過する準静電界ではなく人体外に形成さ
れる放射電界である場合には、近隣の通信システムとの干渉や、データ通信の秘匿性、携
帯型通信機器の消費電力などの点で問題となる。
【００２１】
　そこで、本発明に係る人体通信システムでは、前記送信機及び前記受信機は、前記送信
電極及び前記受信電極をそれぞれ人体の極近傍に配設したときに、人体外で形成される放
射電界に対し、人体内で形成される準静電界が支配的となるような周波数帯域からなる電
位差信号を利用するようにした。人体通信が準静電界で行なわれる結果、近隣の通信シス
テムとの干渉はなくなるとともに、データ通信の秘匿性が確保される。また、送受信機間
で微弱電力で動作する情報データ伝送が可能であり、送信機側では余分な電界を形成する
ような無駄な電力消費をしなくて済む。
【００２２】
　ここで、人体内で形成される準静電界が支配的となるような周波数帯域とは、具体的に
は３ＭＨｚ以下の周波数帯である。但し、あまり低いキャリア周波数を使うと、データ転
送のために占有する帯域幅も狭くなり、低いデータレートしか得られなくなってしまうこ
とから、例えばＡＴＲＡＣ３－ｐｌｕｓで規定される４８ｋｂｐｓを支障なく伝送するこ
とができる５００ｋＨｚ以上であることが実用的である。
【００２３】
　また、電界方式の人体通信システムでは、これらの通信電極が人体に接触している必要
はないが、皮膚表面の極近傍に配置されることから人体と接触する機会は多い。そこで、
本発明では、送受信機の入出力信号電極の最表面を、導電性不織布又は導電布で構成して
いる。人体と接触する可能性のある電極を導電性の布で構成することにより、身体に装着
しても快適なウェアラブル機器を実現することができる。また、金属アレルギーがある人
に対しても、使用時の不快感を大幅に低減することができる。
【００２４】
　また、送信機と受信機が同じ基準電位を持つことが重要であるが、携帯型音楽再生機器
やヘッドフォンなどのモバイル系の機器では接地面を得ることが容易ではない。そこで、
本発明では、配線基板上のグランドを通信電極まで取り出すことで、より安定した基準電
位を得るようにしている。
【００２５】
　この場合の通信機の入出力電極は、電位差信号の送受信する信号電極と、配線基板のグ
ランドから取り出されたグランド電極で構成される。電極構造として、信号電極とグラン
ド電極をともに人体表面に配置する平行配置と、信号電極のみを人体表面に配置してグラ
ンド電極は信号電極に対向させた垂直配置の２通りが考えられる。本発明者らは、後者に
よれば伝送損失の軽減効果がより高いことを実証している。
【００２６】
　また、送信機の電極面積を大きくするほど伝送損失が軽減されるが、受信機側の電極面
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積を大きくしても伝送損失の改善には繋がらない。したがって、人体経由で情報信号を伝
達するための送受信機の、送信機側の出力電極の面積を、受信器側の入力電極の面積より
も大きくなるように構成すればよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、人体を経由して音声のような比較的大きなデータ量の伝送を好適に行
なうことができる、優れた人体通信システム及び通信装置を提供することができる。
【００２８】
　また、本発明によれば、人体を経由して、秘匿性があり、低消費電力で、近隣する他の
通信システムを干渉しないデータ伝送を行なうことができる、優れた人体通信システム及
び通信装置を提供することができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、人体の介在により微弱電力で動作が可能な近距離情報データ伝
送を行なうことができる、ウェアラブル型の情報伝送システムを提供することができる。
【００３０】
　本発明に係る人体通信システムによれば、人体を経由して行なう情報信号の伝達が、高
い通信品質で可能となり、またウェアラブル機器として快適に身体に装着できる、ワイヤ
レスの携帯型オーデイオ再生装置を提供できる。さらには、近距離情報データ伝送におけ
る秘匿性向上、低消費電力化が図れるようになる。
【００３１】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
【００３３】
　本発明は、人体を伝送路に用いてデータ通信を行なう人体通信システムに関するもので
あり、特に、人体の介在により形成される電界を通じてデータ通信を行なう人体通信シス
テムに関する。人体通信システムは、例えば携帯音楽再生機器とヘッドフォン間をワイヤ
レスで音声データを伝送することが可能で、またウェアラブル機器として快適に身体に装
着できる通信方式として期待されている（図１を参照のこと）。
【００３４】
　人体は導体としての性質と誘電体としての性質を備え、前者の性質を利用した電流方式
と、後者の性質を利用した電界方式の人体通信システムがそれぞれ考えられる。前者の場
合、携帯音楽再生機器とヘッドフォンそれぞれの送受信電極が常に人体に接触している必
要があるため、ユーザに違和感若しくは不快感を与えてしまうなど、使い勝手に問題があ
る。そこで、本発明に係る人体通信システムは、電界方式を採用している。
【００３５】
　図２には、本発明の一実施形態に係る人体通信システムの構成を模式的に示している。
同図に示すように、人体通信システム１は、人体を介在して、携帯型音楽再生機器として
構成される送信機１０と、ヘッドフォン・スピーカとして構成される受信機２０が対峙し
ている。
【００３６】
　送信機１０側では、オーディオ・プレイヤ１１などの情報源からの音声入力をベースバ
ンド送信信号処理部１２にてＡ／Ｄ変換を行なう。なお、後段でそのままキャリア伝送す
るようにしてもよいが、このデジタル処理部にてＢＰＳＫやＱＰＳＫなどの符号化（マッ
ピング）処理を施すことも可能である。そして、変調部１３にて音声信号を変調処理し、
送信ミキサ１４にて、発振器１５からのローカル周波数と音声信号を周波数合成してアッ
プコンバートする。ここでは、人体外で形成される放射電界に対し、人体内で形成される
準静電界が支配的となるような周波数帯域を伝送周波数帯として使用する。周波数合成し
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た後に、バンドパス・フィルタ（ＢＰＦ）１６では、送信信号のうち所定の周波数帯域の
みを通過させ、さらに送信電力増幅器（ＰＡ）１７で送信信号を電力増幅し、人体近傍に
設置された送信電極１８から電位差信号としてデータ送信する。
【００３７】
　一方、受信機２０側では、人体近傍に設置された受信電極２１で電位の変化を読み取る
と、これを高周波増幅器（ＬＮＡ）２２で電力増幅し、さらに受信ミキサ２３にて、発振
器２４からのローカル周波数と受信信号を周波数合成してダウンコンバートする。ダウン
コンバートした後の音声変調信号は復調部２５にて復調され、次いで、ベースバンド受信
信号処理部２６にてデジタル音声信号に復号される。さらに出力増幅部２７にて音声信号
が増幅され、ヘッドフォン・スピーカ２８から可聴音として音声出力される。
【００３８】
　ここで、人体の誘電体としての性質を利用した電界方式の人体通信システムでは、現実
的には空間を伝わる放射電界、誘電性電磁界、人体の帯電を利用した準静電界のうちいず
れがデータ通信に寄与しているのかが不明であるという問題がある。以下では、この点に
ついて議論する。
【００３９】
　一般に、電気双極子（微小ダイポールアンテナ）に電流を流した場合、アンテナからの
距離ｒの点における電界Ｅと磁界Ｈは、図３に示すような形で表わされる。下式で示すよ
うに、微小電流素子から放射される電磁界の強さは、距離ｒ、距離ｒの２乗、距離ｒの３
乗にそれぞれ反比例する３つの成分のベクトル和となる。このうち磁界Ｈの成分には１／
ｒ3の項はない。但し、微小電流素子と座標系の関係を図４のように設定する。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　これらの距離ｒ、距離ｒの２乗、距離ｒの３乗にそれぞれ反比例する各成分はそれぞれ
、放射電磁界、誘導電磁界、準静電界と呼ばれる。距離ｒに反比例する放射電界は、ｒ-1

に比例して減衰するが（自由空間損失）、距離ｒが長くなると（ｒ＞λ／２π）支配的と
なる。また、この成分は、ＥθとＨφのみ存在し、電界Ｅと磁界Ｈが互いに直交すること
からｒ成分（すなわち進行方向）に対しても直交する平面波である。
【００４２】
　図３からも分かるように、放射電磁界（１／ｒの項）、誘導電磁界（１／ｒ2の項）、
準静電界（１／ｒ3の項）の強度はλ／２πの距離において等しくなり、距離ｒがこれ以
下の場合は、急激に増加する。例えば周波数が１０ＭＨｚならばこの距離ｒは約４．８ｍ
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であり、周波数が３ＭＨｚならばこの距離ｒは約１５．９ｍになる。本実施形態に係る情
報伝送システムは、人体近傍における準静電界を主として使用した伝送方式である。なお
、一般的な無線電送では、アンテナからの距離が十分離れた使い方になるので、放射電磁
界（１／ｒの項）を使用していることになる。
【００４３】
　従来の人体通信システムは、送受信用の電極間に介在する人体を媒質としたコンデンサ
の作用を前提としている。このような場合、電極面積を相当大きくしないと所望の情報通
信速度を得ることができないため、機器側通信機は小型化が難しくなる。そうすると逆に
周囲からのノイズを受け易くなって、通信品質が低下してしまうという問題もある。
【００４４】
　これに対し、本発明では、人体を経由したウェアラブル型の音楽再生装置で音声信号を
伝達するような、例えばワイヤレス・ヘッドホンを高品質に実現するために、適当な伝送
周波数帯の選択を行なうとともに、送受信それぞれの電極部の構成を工夫している。
【００４５】
伝送周波数帯の選択：
　図５には、ＦＭ変調した音声信号を人体経由で伝送した場合の、受信機での全高調波歪
み率を、キャリア周波数を変えて実測した値の一例を示している。但し、電極面積を３０
×３０ｍｍ、伝送距離を３０ｍｍとする。
【００４６】
　同図から、キャリア周波数が３～９ＭＨｚの場合と、２０ＭＨｚ以上の場合に、全高調
波歪み率が大きくなり、音声信号の伝送品質が劣化していることが分かる。言い換えれば
、５００ｋＨｚ～３ＭＨｚ、並びに１０ＭＨｚ～１９ＭＨｚの周波数帯では高周波歪みが
小さく、良好な通信品質が得られるということである。
【００４７】
　３～３０ＭＨｚのいわゆる短波帯は、短波放送、アマチュア無線、商業用無線等で良く
使われており、それ以上の超短波帯（３０～３００ＭＨｚ）は、ＦＭラジオ放送、ＶＨＦ
テレビ、一部の移動通信などで使われており、それらによる電波干渉の悪影響が歪みの一
因になっているものと思われる。これ以下の中波帯（３００ｋＨｚ～３ＭＨｚ）もＡＭラ
ジオ放送で使われているが、特に影響は受けていないことが分かる。
【００４８】
　因みに、人体とほぼ同等の電気的特性を有するように複合誘電材料で作成した擬似人体
モデル（ファントム）を用いて同様の実験を行なったが、実際に人の身体を使って実験し
た場合と概ね一致する評価結果を得ることができた。
【００４９】
　また、図６には、送受信機間で各種の媒体を介してＦＭ変調した音声信号を伝送した場
合に、Ｓ／Ｎ＝３０ｄＢを確保することができる送信側の出力信号強度について、キャリ
ア周波数を変えながら実測した結果を示している。同図から、人体を経由して伝送するこ
とで、空間伝送時に比べて低い強度の信号出力によって、音質を維持した音声信号を伝送
できていることが分かる。
【００５０】
　また、図７には、図６の結果から、人体通信と空間伝送とで音声信号を送る場合に必要
な出力信号強度の差をプロットしたものを示している。但し、同図では、Ｓ／Ｎ比＝３０
、並びにＳ／Ｎ比＝２０の場合を並記している。
【００５１】
　同図では、１０ＭＨｚ以下の低いキャリア周波数を使った場合に、人体通信と空間伝送
との差が大きく現われるという結果が示されている。このことは、１０ＭＨｚ以下の伝送
周波数帯域では、放射電界による空間伝送よりも準静電界による本来の人体通信が支配的
となることを意味するものである。すなわち、他の電波干渉の影響を無くして、通信の秘
匿性を確保する意味で、放射電界による空間伝送を抑えて、準静電界による人体通信を支
配的な伝搬モードにするためには、より低いキャリア周波数を使うことが有効であると言
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える。
【００５２】
　ところが、あまり低いキャリア周波数を使うと、データ転送のために占有する帯域幅も
狭くなり、低いデータレートしか得られなくなってしまうという問題がある。
【００５３】
　データ伝送では使用周波数帯域の約１０分の１に相当するデータレートを確保できると
考えられる。ここで、現在普及している各音声データ・フォーマットにおけるデータレー
トは以下の通りである。
【００５４】
　　リニアＰＣＭ（ＣＤ）　　…　１４１１ｋｂｐｓ
　　ＭＰ３（ＭＰＥＧ－１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）
　　　　　　　　…　９６／１１２／１２８／１６０／１９２／２２４／２５６／３２０
ｋｂｐｓ
　　ＷＭＡ　　　　　　　　　…　４８～１９２ｋｂｐｓ
　　ＡＴＲＡＣ３　　　　　　…　６６／１０５／１３２ｋｂｐｓ
　　ＡＴＲＡＣ３ｐｌｕｓ　　…　４８／６４／２５６ｋｂｐｓ
【００５５】
　したがって、ＡＴＲＡＣ３ｐｌｕｓの４８ｋｂｐｓの音声信号を通す帯域を充分に確保
するためには、キャリア周波数として、おおよそ５００ｋＨｚ以上であることが好ましい
と言える。
【００５６】
　音声信号伝送用の人体通信システムにおける伝送周波数帯の選択に関して、以下のよう
に結言することができる。
【００５７】
　「人体を経由して音声信号を伝達するための送受信機に、少なくとも５００ｋＨｚから
３ＭＨｚまでの間の周波数帯域に、音声信号を変調（復調）する音声信号変調（復調）手
段を設ける。」
【００５８】
　送信機側では、音声再生信号データに対して、伝送品質の高い送信周波数を選択して変
調した準静電界を発生することにより、性質上極めて良好に帯電する人体が、その表面か
ら周囲へ等方的に準静電界を伝搬させるアンテナとして作用することができる。一方、受
信機側では、交流電圧を印加された人体の帯電状態の変化に基づいて、伝送品質の高い受
信周波数帯で情報データを復調するようにすれば、その結果として、準静電界通信に不要
な誘導電磁界や放射電界を抑制した通信が可能となる。
【００５９】
　このような人体通信システムによれば、通信に必要なエネルギーを低くできるとともに
、不要伝播を抑えて空間分解能を向上させることができるため、人体を経由した情報通信
（音声信号伝送）の安定化、秘匿性向上、低消費電力化が図れるようになる。
【００６０】
　人体は極めて少ない電荷の移動（マイクロアンペア・オーダと言われている）によって
帯電し、その帯電状態の変化は瞬間的に人体表面に伝わって、その周囲へ等方的に準静電
界の等電位面が形成される。本実施形態に係る人体通信システムでは、準静電界が支配的
となる極近傍界でキャリア周波数を選択することによって、放射電界や誘導電磁界の影響
をより一層排除し、人体を準静電界のアンテナとして、より効果的に機能させているので
ある。
【００６１】
通信電極の構成：
　まず、送信機１０の送信電極１８並びに受信機２０の受信電極２１で使用する材質につ
いて考察する。
【００６２】
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　電界方式の人体通信システムでは、これらの通信電極が人体に接触している必要はない
が、皮膚表面の極近傍に配置されることから人体と接触する機会は多い。
【００６３】
　本実施形態では、送受信機の入出力信号電極１８、２１の最表面を、導電性不織布（例
えば、ＰＥＴ／ＣｕをＮｉ鍍金したもの）又は導電布（ex.アクリル／ＣｕをＮｉ鍍金し
たもの）で構成している。導電性の布としては、通常の織物であっても、不織布を使用し
たものであっても良い。
【００６４】
　ここで使用される導電性繊維は、合成繊維の表面に、ＡｇやＣｕ、Ｎｉ、Ｓｎのうちの
少なくとも１種類を無電解鍍金した繊維である。合成繊維としては、ナイロン、ポリエス
テル、アクリル、ポリビニル・アルコールなどの繊維を用いることができる。無電界鍍金
の材料には、導電性、耐腐食性、抗菌性などの観点から、上記の４金属（Ａｇ、Ｃｕ、Ｎ
ｉ、Ｓｎ）を用いるのが良い。導電性を重視する場合にはＡｇが好ましい。
【００６５】
　また、導電性を有する不織布とは、短繊維を水流や気流などによって互いに絡ませて、
熱やバインダなどで短繊維を連結した不織布の表面に、導電性を有する上記の４金属を薄
膜蒸着などの方法によりコーティングしたものである。
【００６６】
　このように、人体と接触する可能性のある電極を導電性の布で構成することにより、身
体に装着しても快適なウェアラブル機器を実現することができる。また、金属アレルギー
がある人に対しても、使用時の不快感を大幅に低減することができる。
【００６７】
　続いて、送信機１０の送信電極１８並びに受信機２０の受信電極２１における機械的構
造について考察する。人体の帯電状態の変化に基づいて効率よく情報信号を伝達するため
には、送受信機の電極配置をどのように構成すべきかを十分に検討する必要がある。
【００６８】
　通信システムでは一般に、送信機と受信機が同じ基準電位を持つことが通信品質を確保
する上で重要である。据え置き型の一般的な通信機器であれば、接地面から安定した基準
電位を得ることができる。これに対して、モバイル系の機器においては可搬性の代償とし
て接地面を得ることができないため、配線基板に設けたグランド・プレーンなどで代用し
ているのが実情である。この場合、微弱電力で動作する人体通信システムにとって十分な
伝送特性を得られない可能性がある。
【００６９】
　そこで、本実施形態では、配線基板上のグランドを通信電極まで取り出すようにした。
すなわち、送信電極１８や受信電極２１などの通信電極を、人体に形成される準静電界か
ら電位差信号の送受信を行なう信号電極１８Ａ／２１Ａと、配線基板から取り出したグラ
ンド電極１８Ｂ／２１Ｂのペアで構成し、これら両電極を対向する形に配置してほぼ平行
平板電極にして用いる（図８を参照のこと）。各回路コンポーネントは、配線基板上のグ
ランドから基準電位を得ているが、このグランドが通信信号ラインとともに基板から取り
出され、グランド電極を構成している。これによって、グランドで得られる基準電位の安
定化を図っている。
【００７０】
　この場合の電極構造として、信号電極とグランド電極をともに人体表面に配置する平行
配置と、信号電極のみを人体表面に配置してグランド電極は信号電極に対向させた垂直配
置の２通りが考えられる。図９には、各々の場合における伝送損失の測定結果を示してい
る。同図からは、後者の垂直配置により、平行配置に対し約９ｄＢの伝送損失が改善され
ることが分かる。送信機か受信機のどちらか一方の電極構成を、平行平板電極（垂直配置
）にすることでも、伝送損失がある程度軽減される。
【００７１】
　因みに、実際に試作機で音声信号を伝送したときの感触では、送信機（オーディオ信号
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再生機）側は平行平板電極にしないとノイズが乗ってしまい、明らかに通信品質が低下す
ることが確認できる。
【００７２】
　最後に、送受信機それぞれについての通信電極のサイズについて考察する。
【００７３】
　静電結合による電気容量（静電容量）は電極の面積に比例し、電極間の距離に反比例す
る。このことから、非特許文献１（前述）の図１に示したような人体通信システムでは、
電極の面積を大きくとることにより伝送特性の向上が期待できるが、この方法は機器の小
型化とは相反する。
【００７４】
　図１０には、本実施形態に係る準静電界を利用した人体通信システムにおいて、送信機
と受信機の電極面積を変えた場合の伝送損失の測定結果を示している。但し、ここでは図
５及び図７で示した結果から導出される５００ＫＨｚ～３ＭＨｚ帯を伝送周波数として用
いている。
【００７５】
　同図から、送信機の電極面積を大きくするほど伝送損失が軽減されるが、受信機側の電
極面積を大きくしても伝送損失の改善には繋がらないことが分かる。したがって、人体経
由で情報信号を伝達するための送受信機のうち、送信機側の出力電極の面積を、受信機側
の入力電極の面積よりも大きくなるように構成すればよいことになる（好ましくは２ｍｍ
□より大なる面積である）。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明
である。
【００７７】
　本明細書では、携帯音楽再生機器とヘッドフォン間をワイヤレスで音声データ伝送する
ウェアラブル型情報伝送に適用した実施形態を中心に説明してきたが、本発明の要旨はこ
れに限定されるものではない。人体を介在させて微弱電力により動作する他の形態の情報
伝送システムや、音声以外のデータを伝送する人体通信に対しても、同様に本発明を適用
することができる。
【００７８】
　要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限
定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌
すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１は、人体通信を利用したウェアラブル方情報伝送装置の構成を示した図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る人体通信システムの構成を模式的に示した図
である。
【図３】図３は、波源からの距離と電磁界の強さの関係を示した図である。
【図４】図４は、微小電流素子と座標系の関係を示した図である。
【図５】図５は、ＦＭ変調した音声信号を人体経由で伝送した場合の、受信機での全高調
波歪み率を、キャリア周波数を変えて実測した値の一例を示した図である。
【図６】図６は、送受信機間で各種の媒体を介してＦＭ変調した音声信号を伝送した場合
に、Ｓ／Ｎ＝３０ｄＢを確保することができる送信側の出力信号強度について、キャリア
周波数を変えながら実測した結果を示した図である。
【図７】図７は、人体通信と空間伝送とで音声信号を送る場合に必要な出力信号強度の差
をプロットした図である。
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【図８】図８は、人体通信装置の通信電極を信号電極とグランド電極のペアで構成した回
路例を示した図である。
【図９】図９は、信号電極とグランド電極とを人体表面に対し平行配置及び垂直配置した
場合についての伝送損失を測定した結果を示した図である。
【図１０】図１０は、準静電界を利用した人体通信システムにおいて、送信機と受信機の
電極面積を変えた場合の伝送損失の測定結果を示した図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１０…送信機
　１１…オーディオ・プレイヤ
　１２…ベースバンド送信信号処理部
　１３…変調部
　１４…送信ミキサ
　１５…発振器
　１６…バンドパス・フィルタ
　１７…送信電力増幅器
　１８…送信電極
　２０…受信機
　２１…受信電極
　２２…高周波増幅器
　２３…受信ミキサ
　２４…発振器
　２５…復調部
　２６…ベースバンド受信信号処理部
　２７…出力増幅部
　２８…ヘッドフォン・スピーカ



(13) JP 4586618 B2 2010.11.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(14) JP 4586618 B2 2010.11.24

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(15) JP 4586618 B2 2010.11.24

【図１０】



(16) JP 4586618 B2 2010.11.24

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－２８２７３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２９８４２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２６１７０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０４７０１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　１３／００　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　５／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

